
































第５－２号様式
施設名： 浜松市根洗学園

指定管理者： 社会福祉法人ひかりの園

収入の部 （税込、単位：円）

細目
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

15,700,000 15,700,000 0
指定管理料 非課税 15,700,000 15,700,000 0

0
218,426,000 230,779,320 12,353,320

障害児通所給付費収入 非課税 212,206,000 223,793,756 11,587,756
利用者負担金収入（障害福祉） 非課税 6,220,000 6,985,564 765,564

0 0 0
0
0
0

2,718,000 2,672,029 -45,971
補助金事業収入 非課税 2,392,000 2,154,724 -237,276
受入研修収入 課税 60,000 115,000 55,000
寄附金収入 非課税 0
雑収入 課税 200,000 243,896 43,896
受取利息 課税 66,000 158,409 92,409

236,844,000 249,151,349 12,307,349
0 0 0

236,844,000 249,151,349 12,307,349
29,636 47,028 17,391 ※消費税納付額相当分計算用

支出等の部 （税込、単位：円）

細目
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

203,170,000 191,954,941 -11,215,059
給与・賃金 不課税 170,840,000 160,536,282 -10,303,718
法定福利費 不課税 27,000,000 26,112,055 -887,945
通勤手当 課税 3,700,000 3,436,810 -263,190
退職給付支出 非課税 800,000 1,070,200 270,200
福利厚生費 課税 800,000 799,594 -406
被服費 課税 30,000 0 -30,000

17,382,000 17,356,843 -25,157
4,100,000 4,034,701 -65,299

電気料金 課税 2,800,000 2,855,380 55,380
水道料金 課税 700,000 558,721 -141,279
ガス料金 課税 600,000 610,849 10,849
灯油代 課税 0 9,751 9,751

1,170,000 518,131 -651,869
事務消耗品費 課税 1,100,000 471,781 -628,219
渉外費 課税 70,000 46,350 -23,650
印刷製本費 課税 0 0

1,000,000 1,089,745 89,745
修繕費 課税 1,000,000 1,089,745 89,745

0
3,604,000 3,974,259 370,259

電話料 課税 1,100,000 972,329 -127,671
郵便料 課税 500,000 353,435 -146,565
システム利用料 課税 100,000 37,400 -62,600
振込手数料 課税 420,000 283,456 -136,544
研修・研究費 課税 1,120,000 1,115,854 -4,146
諸会費 課税 214,000 188,800 -25,200
広報費 課税 150,000 1,022,985 872,985

2,858,000 1,382,645 -1,475,355
ソフトウエア保守 課税 65,000 55,000 -10,000
防犯警備業務 課税 55,000 169,400 114,400
廃棄物収集運搬業務 課税 88,000 100,100 12,100
給与計算委託 課税 2,650,000 0 -2,650,000
バス運行管理業務 課税 0 1,058,145 1,058,145

980,000 770,110 -209,890
浄化槽整備保守 課税 600,000 480,490 -119,510
消防設備保守 課税 50,000 38,500 -11,500
電気設備保守 課税 250,000 186,120 -63,880
防鼠防虫施行 課税 80,000 65,000 -15,000

2,600,000 2,239,654 -360,346
賃借料 課税 2,600,000 2,239,654 -360,346 コピー機、ソフトレンタル、リース料

0

役務費

科目

需用費

指定管理料

利用料金収入　※3

その他収入

委託費

光熱水費　※5

使用料及び賃借料

修繕費

（仮受消費税額計算）

自主事業からの繰入金相当額 (b)
収入合計 (a)+(b)

管理に係る経費の収支予算書及び報告書

2025（令和7）年度

人件費　※4

管理費

収入小計 (a)

設備保全費

指定事業収入

科目
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細目
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明科目

700,000 212,000 -488,000
700,000 212,000 -488,000 エアコン
370,000 3,135,598 2,765,598

退職給付引当資産支出 課税 0 138,000 138,000
雑支出 課税 370,000 2,997,598 2,627,598

200,000 142,478 -57,522
旅費 課税 200,000 142,478 -57,522

13,562,000 11,785,007 -1,776,993
給食費 課税 6,000,000 5,302,912 -697,088
保健衛生費 課税 650,000 300,943 -349,057
保育材料費 課税 2,700,000 951,761 -1,748,239
消耗器具備品費 課税 1,100,000 1,194,705 94,705
燃料費 課税 12,000 -12,000
保険料 課税 700,000 796,769 96,769
車輛整備費 課税 2,400,000 3,237,917 837,917

0 1,390,608 1,390,608
土地建物賃借料 課税 0 1,390,608 1,390,608
雑支出 課税 0 0 0

2,530,000 1,820,980 -709,020
消費税納付額相当分　※6 ― 2,000,000 1,366,147 -633,853
印紙税 ― 10,000 10,330 330
自動車税 ― 10,000 5,000 -5,000
自動車重量税 ― 60,000 45,000 -15,000
軽油税 ― 270,000 245,348 -24,652
固定資産税 ― 80,000 73,670 -6,330
障がい者雇用納付金 ― 100,000 75,485 -24,515
登録免許税 ― 0 0 0

0 0 0
0

24,700,492 24,700,492 【自動計算】
236,844,000 249,151,349 12,307,349

0 0 0
236,844,000 249,151,349 12,307,349

3,179,455 3,154,485 -24,969 ※消費税納付額相当分計算用

＜注意事項＞

事業報告書（第２２号様式）添付時には、損益計算書、貸借対照表を添付してください（作成している団体に限る）。指定管理者
が共同事業体の場合は、構成員全てについて提出してください。

その他支出

※6

消費税納付額相当分は、仮受消費税と仮払消費税の差とし、自動計算するため、『消費税取引区分』は必ず入力してください
（課税、非課税、不課税、―から選択）。
社会福祉事業等、消費税法上の非課税事業に該当する事業は、上記自動計算にせず、個別の計算により算出した消費税納
付額相当分を入力してください。

（仮払消費税額計算）

※5
光熱水費については、「光熱水費」と一括りにするのではなく、「電気料金」、「水道料金」、「ガス料金」等項目別に記載してくださ
い。

自主事業への繰出金相当額 (b)
支出等合計 (a)+(b)

※3

利用料金収入は、施設設置条例・規則で規定されている利用者からの料金収入（駐車料金や備付物品利用料金、キャンセル
料等含む）です。
指定管理者自身が自主事業により施設を利用した場合は、利用料金収入相当額を加算してください。
3月に翌年度4月利用分の利用料金を受領した場合は、翌年度収入としてください。

指定管理者納付金

その他

備品購入費

障害者優先調達を行った場合は、その内容（金額、委託先・調達先等）を説明欄に記載してください。※13

本書式は、事業計画書（第５号様式）及び事業報告書（第２２号様式）に添付するともに、本エクセル形式のまま、施設所管課へ
提出してください。

4月1日から翌年3月31日を1会計年度とする管理・運営状況等を把握する必要があるため、指定管理者の決算月に関わらず、
当該事業年度の収支について記載してください。

自主事業の収支は別シートに記載してください。

事業報告書（第２２号様式）添付時には、直近の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書「その3の3」（写し）を添付してく
ださい。指定管理者が共同事業体の場合は、構成員全てについて添付してください。

※1

※7

※2
「科目」は原則、改変しないようお願いします。該当科目が無い場合は、その他欄に記入し「細目」、「説明」欄等に内容を入力し
てください。

※11

※8

※9

※10

浜松市税については、「市税の納付又は納入状況確認に関する同意書」を指定期間中1回提出してください。市において納税確
認を行います。指定管理者が共同事業体の場合は、構成員全てについて提出してください。

※12

一般管理費等とは、施設の管理運営に係る直接業務以外で、本社（本部）機能の維持等に係る経費や法人税額相当分、利益
相当分とします（本様式では、収入－支出等の差額とし、自動計算としています）。

支出等小計 (a)

事務費

事業費

消費税納付額相当分ほか

一般管理費等　※7

※4
人件費は、本社からの応援人員の人件費も含むものとし、直接経費として算出が可能な人件費は原価とみなし、間接経費とし
ての一般管理費等ではなく、人件費に計上してください。

2／2



第５－２号様式
施設名： 浜松市根洗学園

指定管理者： 社会福祉法人ひかりの園

収入の部 （税込、単位：円）

細目
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

障害児通所給付費（学童ねあらい） 非課税 15,000,000 13,736,595 -1,263,405
利用者負担金（学童ねあらい） 非課税 800,000 1,146,677 346,677
補助金（学童ねあらい） 非課税 32,400 130,050 97,650
補助金（福祉と文化の交差点） 非課税 889,000 889,000 0
雑収入（学童ねあらい） 課税 20,000 25,300 5,300
法人より（学童ねあらい） ― 0 4,492,807 4,492,807
法人より（福祉と文化の交差点） ― 40,400 201,909 161,509
法人より（あーだこーだの会） ― 7,000 6,180 -820

16,788,800 20,628,518 3,839,718
0 0

16,788,800 20,628,518 3,839,718
1,818 2,300 482 ※消費税納付額相当分計算用

支出等の部 （税込、単位：円）

細目
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

20,360,000 18,820,944 -1,539,056
給与・賃金（学童ねあらい） 非課税 20,000,000 18,558,924 -1,441,076
通勤費（学童ねあらい） 課税 360,000 262,020 -97,980

1,078,120 1,062,238 -15,882
講師料（学童ねあらい） 課税 25,000 22,274 -2,726 お絵かき講師
研究研修費（学童ねあらい） 課税 50,000 34,000 -16,000
間食費（学童ねあらい） 課税 90,000 86,931 -3,069
保育材料費（学童ねあらい） 課税 60,000 21,691 -38,309
消耗品費（学童ねあらい） 課税 8,000 2,425 -5,575
保険料（学童ねあらい） 課税 10,000 8,084 -1,916
ワークショップ講師謝礼（福祉と文化の交差点） 課税 580,000 645,946 65,946
教材費（福祉と文化の交差点） 課税 148,120 93,335 -54,785
賃借料（福祉と文化の交差点） 課税 70,000 74,550 4,550
委託料（福祉と文化の交差点） 課税 30,000 66,822 36,822 ちらしデザイン委託
賃借料（あーだこーだの会） 課税 7,000 6,180 -820

839,580 738,554 -101,026
旅費（学童ねあらい） 課税 1,300 1,277 -23
事務消耗品費（学童ねあらい） 課税 110,000 4,880 -105,120
水道光熱費（学童ねあらい） 課税 475,000 378,335 -96,665
通信費（学童ねあらい） 課税 80,000 80,480 480
手数料（学童ねあらい） 課税 70,000 68,108 -1,892
諸会費（学童ねあらい） 課税 2,000 2,000 0
旅費（福祉と文化の交差点） 課税 101,280 152,660 51,380
渉外費（福祉と文化の交差点） 課税 0 49,164 49,164
振込手数料（福祉と文化の交差点） 課税 0 1,650 1,650

0 6,782 6,782
雑支出（福祉と文化の交差点） 課税 0 6,782 6,782

-205,245 0 205,245
消費税納付額相当分 ※3 ― -205,245 0 205,245

0
-5,283,655 0 5,283,655 【自動計算】
16,788,800 20,628,518 3,839,718

0 0 0
16,788,800 20,628,518 3,839,718

207,064 188,145 -18,919 ※消費税納付額相当分計算用

＜注意事項＞

2025（令和7）年度

自主事業に係る収支予算書及び報告書

科目

支出等小計 (a)

事務費

事業費

消費税納付額相当分ほか

その他支出

収入小計 (a)

（仮受消費税額計算）

本業務からの繰入金相当額 (b)
収入合計 (a)+(b)

※5 障害者優先調達を行った場合は、その内容（金額、委託先・調達先等）を説明欄に記載してください。

※1
自主事業の人件費は、本業務と明確に区分できる場合のみ入力するものとし、明確に区分できなければ計上しないものとしてく
ださい。

※2
「科目」は原則、改変しないようお願いします。該当科目が無い場合は、その他欄に記入し「細目」、「説明」欄等に内容を入力し
てください。

※4

一般管理費等とは、施設の管理運営に係る直接業務以外で、本社（本部）機能の維持等に係る経費や法人税額相当分、利益
相当分とします（本様式では、収入－支出等の差額とし、自動計算としています）。
社会福祉事業等、消費税法上の非課税事業に該当する事業は、上記自動計算にせず、個別の計算により算出した消費税納
付額相当分を入力してください。

※3
消費税納付額相当分は、仮受消費税と仮払消費税の差とし、自動計算するため、『消費税取引区分』は必ず入力してください
（課税、非課税、不課税、―から選択）。

本業務への繰出金相当額 (b)
支出等合計 (a)+(b)
（仮払消費税額計算）

科目

人件費　※1

一般管理費等　※4

1／1



第５－２号様式
施設名： 浜松市根洗学園

指定管理者： 社会福祉法人ひかりの園

収入の部 （税込、単位：円）
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

― 236,844,000 249,151,349 12,307,349
― 16,788,800 20,628,518 3,839,718

253,632,800 269,779,867 16,147,067

支出等の部 （税込、単位：円）
消費税

取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

― 236,844,000 249,151,349 12,307,349
― 16,788,800 20,628,518 3,839,718

253,632,800 269,779,867 16,147,067
参考（再掲）

消費税
取引区分 予算額 決算額 増減額 説明

― 0 24,700,492 24,700,492
― -5,283,655 0 5,283,655

-5,283,655 24,700,492 29,984,147

＜注意事項＞

2025（令和7）年度

連結収支予算書・報告書（本業務＋自主事業）

管理に係る経費収入小計

科目

科目

自主事業に係る支出等小計
総支出等合計

管理に係る経費支出等小計

自主事業に係る収入小計
総収入合計

科目

※1 連結収支には、本業務⇔自主事業間の繰入金、繰出金は加算しないでください。

一般管理費等（本業務）
一般管理費等（自主事業）
一般管理費等合計
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